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14万5500円

2017（平成29）年度の矢板市の「財政 状況」がどうなっているのか？
全体の予算と、お金の使い道を１か月 の「家計簿」にして、お伝えいたします。

130億2000万円 
各種交付金
7億6100万円
5.8%　　　　　　

市債
9億5810万円
7.4%

市税
44億9782万円
34.6%

議会費
1億6109万円
1.2％

予算を家計に例えると？
総務費
14億
1516万円
10.9 ％ 

民生費
49億7851万円
38.2％ 

衛生費
8億6385万円
6.6％

農林水産業費
8億442万円
6.2％ 

商工費
3億9208万円
3.0％

土木費
14億1212万円
10.9％

教育費
12億5172万円 
9.6％

公債費
11億8662万円
9.1％

その他
17億
761万円
13.1%

地方交付税
20億9900万円
16.1%

国庫支出金
17億9485万円
13.8%

52.3%

47.7%

県支出金
12億162万円
9.2%

今年度

前年度

今年度

前年度

130億2000万円 

30億400万円 43億8210万円 3億4120万円 5800万円

27億9520万円 45億1980万円 3億3320万円 5680万円

8億9010万円 1760万円 1億5040万円 12億8500万円

8億5160万円 1730万円 1億9770万円 11億6770万円

収 入

27万7900円給与

13万2400円

諸手当
 （地方交付税、国・県支出金）

2万2100円銀行からのローン （市債）

内 訳

合計

6万5100円

4万8300円

2万7300円

8万2800円

3万6300円

3万1800円

8400円

30万円

支 出

食費 （人件費）

ローンの返済 （公債費）

光熱費や電話代などの生活費
 （物件費・補助費・維持補修費）

子どもへの仕送り
 （他会計への繰出金）

家の増改築 （普通建設事業費）

貯金など （積立金など）

一般会計の予算を、月に30万円の家計に置き換えて説明いたします。

●自主財源／市税など自らの権限で徴収・収納できる財源。●依存財源／国や県を経由する財源で使途や自治体の
裁量が制限されているもの。●地方交付税／財源に恵まれた自治体と財源不足に苦しむ自治体間の財政不均衡を是
正する事を目的とし、国から交付されるもの。使い道は自由。
●支出金／国や都道府県から、特定の事業を促進する目的で使途を指定して交付されるもの。
●総務費／市の運営や市職員の給与などにかかる経費。●民生費／高齢者福祉や児童福祉、生活保護などにかか
る経費。●公債費／市債の返済にかかる経費。

家族の医療費 （扶助費）

扶助費は医療の給付費など福祉や医療にかかる費用で、
支出全体の約５分の１（約２２％）を占める大きな
支出です。

道路の改良やスマートＩＣ整備、片岡東口駅前広場整備
などの事業で、昨年より５９００円アップしています。

基本給
 （市税などの自主財源）

市税など自主財源が昨年に比べて２０００円
アップしましたが、諸手当でまかなっている
状況です。効果的、効率的なお金の使い方になっ
ているのか、しっかりチェックして参ります。

「家族の医療費（医療給付などの扶助費）」、「食費（人件費）」、「ローンの返済（公債費）」
の３つは「義務的経費」と言われていて、削減することが非常に難しいお金です。
矢板市だけではなく、全国的に義務的経費が増えている状況で、義務的経費がさらに増えると、
新しい施策に使えるお金がどんどん減っていきます。
医療費を下げられるよう、“元気で健康に！”生活していきましょう！

合計 30万円

2017年
3月23日

可決成立

その他
労働費、消防費、　
災害復旧費、　

諸支出金、予備費　
5億5443万円

4.3％

（ 　）

水道事業

？今年は何に使うの矢板市の家計簿
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議
案
を
こ
の
よ
う
に
審
査
し
ま
し
た
。

委
員
会 

審
査
レ
ポ
ー
ト

総務厚生
常任委員会
◎和田安司　〇小林勇治
　髙瀬由子　　櫻井惠二
　関由紀夫　　石井侑男
　中村有子　　大島文男

め
、
条
例
の一部
を
改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て

概
要　

平
成
28
年
人
事
院
勧
告
に
よ

り
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
等
の一部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
本
市
職
員
に
つ
い
て
も
国
に

準
じ
た
改
定
を
行
う
た
め
、
条
例
の一

部
を
改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
職
員
の
配
偶
者
同
行
休

業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

概
要　

人
事
院
規
則
の一
部
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う

た
め
、
条
例
の一部
を
改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

矢
板
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

概
要　

地
方
税
法
等
の一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、所

要
の
整
備
を
行
う
た
め
、
条
例
の一
部

平
成
28
年
度
矢
板
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
６
号
）

概
要　

歳
入
歳
出
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
５
３

６
０
万
円
を
減
額
し
、
予
算
総
額
を
１

３
３
億
３
１
１
０
万
円
に
補
正
す
る
も

の
。
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
９
３
０
０

万
２
千
円
の
減
額
な
ど
が
計
上
さ
れ
て

い
る
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

平
成
28
年
度
矢
板
市
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）

概
要　

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
６
３
６

８
万
２
千
円
を
追
加
計
上
し
、
予
算
総

額
を
46
億
２
７
４
３
万
１
千
円
に
補
正

す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

平
成
28
年
度
矢
板
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

概
要　

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
１
４
５

５
万
６
千
円
を
追
加
計
上
し
、
予
算
総

額
を
３
億
４
７
７
５
万
６
千
円
に
補
正

す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
庁
舎
等
整
備
基
金
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

概
要　

庁
舎
等
の
整
備
に
要
す
る
経
費

に
充
て
る
た
め
、
基
金
を
設
置
す
る
こ

と
に
伴
い
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る

も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

概
要　

平
成
28
年
人
事
院
勧
告
に
よ

り
、
国
の一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
法
律
等
の一
部
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
市
職
員
に

つ
い
て
も
国
に
準
じ
た
改
定
を
行
う
た

を
改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
行
政
財
産
使
用
料
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

概
要　

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
が

改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
整

備
を
行
う
た
め
、
条
例
の一
部
を
改
正

す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
は
つ
ら
つ
館
設
置
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

概
要　

木
幡
土
地
区
画
整
理
事
業
の

換
地
処
分
に
よ
り
地
番
が
確
定
し
た
た

め
、
条
例
の一部
を
改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

概
要　

介
護
保
険
料
の
低
所
得
者
軽

減
強
化
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う

た
め
、
条
例
の一部
を
改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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3月定例会（3月3日～23日）の審議結果
議案番号 件　　　　　名 賛成・反対 議決結果

平成29年度一般会計予算などを議決しました。

原案可決
全会一致で
賛成

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

議員案第1号

議員案第2号

議員案第3号

議員案第4号

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

平成29年度矢板市一般会計予算

平成29年度矢板市介護保険特別会計予算

平成29年度矢板市国民健康保険特別会計予算

平成29年度矢板市後期高齢者医療特別会計予算

平成29年度矢板市農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度矢板市公共下水道事業特別会計予算

平成29年度矢板市コリーナ矢板排水処理事業特別会計予算

平成29年度矢板市木幡宅地造成事業特別会計予算

平成29年度矢板市水道事業会計予算

平成28年度矢板市一般会計補正予算（第６号）

平成28年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

平成28年度矢板市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

平成28年度矢板市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

平成28年度矢板市木幡宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）

矢板市庁舎等整備基金条例の制定について

矢板市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例の制定について

矢板市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正について

矢板市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

矢板市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

矢板市市税条例の一部改正について

矢板市国民健康保険税条例の一部改正について

矢板市行政財産使用料条例の一部改正について

矢板市はつらつ館設置条例の一部改正について

矢板市介護保険条例の一部改正について

矢板市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

矢板市城の湯やすらぎの里設置及び管理条例の一部改正について

矢板市農村公園条例の一部改正について

矢板市工場立地法準則条例の一部改正について

矢板市道路占用料徴収条例の一部改正について

矢板市営住宅条例の一部改正について

矢板市消防団条例の一部改正について

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

市道路線の認定について

矢板市議会政務活動費の交付に関する条例の全部改正について

矢板市議会基本条例の一部改正について

矢板市議会委員会条例の一部改正について

「森林・林業基本計画」の推進を求める意見書

第345回
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請願・陳情の審議結果
陳情番号 件　　　　　名 提出者 ※敬称略 所管委員会 議決結果

号22第 「森林・林業基本計画」の推進を求める陳情 経済建設文教 採択

不採択号23第 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」に関する陳情

栃木地域森林労連
執行委員長　福田　久直

お問い合わせ先：議会事務局　TEL：43-6216

請願・陳情は、
　　　こんな方法で
請願・陳情は、市民の皆さまの要望を市政に反映させるための
制度です。
請願書・陳情書を提出する方は、以下の要領でご持参ください。

•用紙サイズはＡ４版。右の様式に準じて日本語で作成して
ください。

■様式

•簡単な趣旨、理由、提出日、請願者（陳情者）の住所、氏名
を記載し、押印の上、ご提出ください。
※請願書には、必ず１人以上の紹介議員（矢板市議会議員）の
署名、または記名押印が必要です。陳情書には紹介議員は
必要ありません。
※道路や水路等の場合は、地図の写しや略図を添付してくだ
さい。

■内容

•定例会（３月、６月、９月、12月）開会日の10日ぐらい前
までにご提出ください。
　市役所が閉庁のときを除き、いつでも受け付けています。

■受付期日

栃木県保険医協会
会長　長尾　月夫

6

概
要　

介
護
保
険
法
が
改
正
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
た

め
、
条
例
の一部
を
改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
城
の
湯
や
す
ら
ぎ
の
里

設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

概
要　

城
の
湯
温
泉
改
修
工
事
に
よ
る

利
用
形
態
の
変
更
に
伴
い
、
所
要
の
整

備
を
行
う
た
め
、
条
例
の一
部
を
改
正

す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
消
防
団
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

概
要　

機
能
別
消
防
団
員
制
度
を
新

た
に
導
入
す
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の

整
備
を
行
う
た
め
、
条
例
の一
部
を
改

正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

平
成
28
年
度
矢
板
市
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

概
要　

歳
入
歳
出
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
２
０

５
５
万
円
を
減
額
し
、
予
算
総
額
を
８

億
５
６
６
４
万
円
に
補
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

平
成
28
年
度
矢
板
市
木
幡
宅
地

造
成
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

概
要　

歳
入
歳
出
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
４
０

０
万
円
を
減
額
し
、
予
算
総
額
を
１
億

９
３
７
０
万
円
に
補
正
す
る
も
の
。

質
疑　

木
幡
宅
地
造
成
事
業
特
別
会

計
は
今
年
度
で
終
了
か
。

説
明　

平
成
29
年
度
で
終
了
で
あ
る
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
中
小
企
業
及
び
小
規
模

企
業
の
振
興
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

概
要　

中
小
企
業
及
び
小
規
模
企
業

の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推

進
す
る
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す

る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て

概
要　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

農
地
利
用
最
適
化
交
付
金
が
新
設
さ

れ
、
農
業
委
員
会
の
委
員
及
び
農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
報
酬
の
改
定

が
必
要
に
な
っ
た
た
め
、
条
例
の一
部
を

改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
農
村
公
園
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

概
要　

ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
整
備
事
業
に
伴

い
、
下
太
田
公
園
を
廃
止
す
る
た
め
、

条
例
の一部
を
改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
工
場
立
地
法
準
則
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

概
要　

第
６
次
地
方
分
権
一
括
法
が
公

布
さ
れ
、
工
場
立
地
法
の
準
則
を
制
定

す
る
権
限
が
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ

移
譲
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
整

備
を
行
う
た
め
、条
例
の一
部
を
改
正
す

る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

概
要　

道
路
法
施
行
令
の
改
正
に
伴

い
、市
道
の
占
用
料
及
び
占
用
物
件
の

区
分
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う

た
め
、
条
例
の一部
を
改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

矢
板
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

概
要　

上
太
田
市
営
住
宅
の
解
体
に
伴

い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
た
め
、
条
例

の一部
を
改
正
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

概
要　

下
太
田
地
内
ほ
か
１
地
区
に
お

い
て
、
新
た
に
３
路
線
を
市
道
に
認
定

す
る
た
め
、
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

採
決
の
結
果　

全
会
一致
で
可
決

総務厚生

第27号第32号

第30号第31号第35号

第13号第14号

第28号第29号

第16号

第20号

経済建設文教
常任委員会
◎宮本妙子　〇伊藤幹夫
　藤田欽哉　　佐貫　薫
　中村久信　　渡邉孝一
　今井勝巳　　大貫雄二

総務厚生常任委員会の審査



8

3/6・7
市政の課題や将来の展望について質す一般質問。
3月議会では、6人の議員が質問をしました。
「矢板を良くしたい！」
各議員の熱い思い、ご一読ください。

［今回の質問］

1．

2.

3.

4.

5.

フィルムコミッションに
ついて

矢板市の温暖化対策に
ついて

子どもの居場所づくり
について

医療費抑制に対する施
策について

シェアリングシティに
ついて

質
問

答
弁

　

矢
板
市
で
映
画
撮
影
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
で
、観
光
客
誘
致
に
よ
る
経
済

効
果
や
知
名
度
向
上
な
ど
が
期
待
で

き
る
と
考
え
る
。

　

そ
の
た
め
に
も
、フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ

ン
を
立
ち
上
げ
、支
援
し
て
は
い
か
が
か
。

　

こ
の
度
、初
め
て
矢
板
市
を
舞
台
と

し
た
長
期
的
な
撮
影
が
行
わ
れ
る
。

　

こ
の
撮
影
を
通
し
て
、市
民
の
皆
様

に
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
は
い
か
な
る

も
の
か
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、参
加
い
た

だ
け
る
関
係
団
体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

皆
様
と
、そ
の
組
織
づ
く
り
や
活
動
の

あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
、気
運
の

高
ま
り
の
も
と
、矢
板
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ

シ
ョン
の
設
立
を
促
進
し
て
い
く
。

質
問

答
弁

　

65
歳
以
上
の
高
齢
者
と
40
歳
〜
64

歳
の
高
齢
者
予
備
軍
の
医
療
費
抑
制
に

関
し
、矢
板
市
の
現
状
と
対
策
に
つ
い
て

伺
う
。

　

平
成
27
年
度
、矢
板
市
国
民
健
康
保

険
に
お
け
る
１
人
当
た
り
の
医
療
費
は
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
47
万
６
５
０
円
、

64
歳
以
下
の
方
が
約
25
万
円
と
な
っ
て

い
る
。

　

高
齢
者
の
方
に
は
、予
防
接
種
、運
動

の
推
奨
、健
康
教
室
、介
護
予
防
教
室

を
継
続
し
て
実
施
し
、こ
れ
ま
で
以
上

の
継
続
的
な
周
知
啓
発
に
努
め
る
。64

歳
以
下
の
方
に
は
、ワ
ン
コ
イ
ン（
５
０
０

円
）健
診
や
土
曜
日
、日
曜
日
健
診
に
よ

り
健
診
受
診
率
向
上
を
目
指
す
ほ
か
、

健
康
寿
命
延
伸
と
医
療
費
の
抑
制
を

図
って
い
く
。

映
画
撮
影
を
支
援
し
、矢
板
市
の
Ｐ
Ｒ
に
！

医
療
費
抑
制
に
向
け
た
施
策
を
問
う
。

市勢発展のために！ 
「一般質問」報告

問問う。う。
市政を

和田 安司 議員

9

質
問

答
弁

　

水
道
管
の
耐
震
化
は
重
要
な
課
題
で

あ
る
。水
道
事
業
は
企
業
会
計
で
あ
り
、

収
益
等
を
考
慮
し
て
取
り
組
む
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
と
思
う
が
、今
後
の
取
り

組
み
を
問
う
。

　

水
道
事
業
は
公
営
企
業
会
計
で
あ

り
、施
設
及
び
水
道
管
の
更
新
や
維
持

管
理
、職
員
の
給
料
な
ど
経
営
に
要
す

る
費
用
は
、水
道
使
用
料
で
賄
う
こ
と

が
原
則
で
あ
る
。現
在
は
、企
業
債
の
活

用
な
ど
に
よ
り
経
営
を
圧
迫
し
な
い
予

算
で
更
新
等
を
実
施
し
て
い
る
。

　

今
後
は
水
道
管
だ
け
で
な
く
、浄
水

場
や
水
源
施
設
を
含
め
た
更
新
計
画

が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。平
成
30
年
度

を
目
途
に
経
営
戦
略
策
定
に
取
り
組

み
、必
要
に
応
じ
て
水
道
料
金
の
見
直

し
等
も
検
討
し
て
い
く
。

質
問

　

今
年
度
の「
未
来
づ
く
り
懇
談
会
」

を
と
お
し
て
の
市
長
と
し
て
の
所
感
は
。

答
弁

　

昨
年
７
月
か
ら
市
内
32
行
政
区
で

「
未
来
づ
く
り
懇
談
会
」を
開
催
し
た
。

こ
れ
ま
で
延
べ
５
３
３
人
の
方
に
お
越

し
い
た
だ
い
た
。身
近
な
場
所
で
、ざ
っ

く
ば
ら
ん
に
発
言
で
き
る
環
境
で
あ
る

こ
と
か
ら
、活
発
な
意
見
交
換
を
す
る

こ
と
が
で
き
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

来
年
度
も
引
き
続
き
、市
内
の
残
る

37
行
政
区
に
お
い
て
実
施
し
、地
域
が

抱
え
て
い
る
課
題
を
一つ
で
も
多
く
解
決

し
、「
矢
板
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
」

の
基
本
理
念
に
掲
げ
る「
市
民
自
治
の

確
立
」に
も
大
い
に
役
立
て
て
い
き
た

い
。

質
問

　

新
年
度
行
政
組
織
が
変
わ
る
。災
害

時
に
お
け
る
庁
内
調
整
を
担
う
危
機

管
理
監
の
設
置
、職
務
を
定
め
た
防
災

計
画
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

　

災
害
時
の
業
務
継
続
計
画
＝
Ｂ
Ｃ
Ｐ

を
策
定
し
、本
庁
舎
が
耐
震
基
準
を
満

た
し
て
い
な
い
こ
と
、代
替
施
設
が
大
規

模
水
害
に
弱
い
こ
と
を
公
共
施
設
再
配

置
計
画
策
定
に
反
映
す
べ
き
で
あ
る
。

災
害
に
即
応
で
き
る
体
制
と
施
設
整
備
を
！

実
効
性
の
高
い
防
災
対
策
を
求
め
る
！

答
弁

　

市
民
生
活
部
長
を
危
機
管
理
監
と

す
る
。矢
板
市
地
域
防
災
計
画
を
見
直

す
。大
規
模
災
害
時
で
の
、庁
舎
代
替
施

設
や
職
員
体
制
を
決
め
て
お
く
Ｂ
Ｃ
Ｐ

を
策
定
す
る
。本
庁
舎
や
代
替
施
設
の

災
害
に
弱
い
状
況
を
示
し
、新
年
度
、公

共
施
設
の
再
配
置
計
画
の
策
定
に
臨
む
。

質
問

　

災
害
時
、収
容
し
き
れ
な
い
避
難
者

受
け
入
れ
の
た
め
民
間
提
携
を
進
め
、

特
に
高
齢
者
や
障
害
者
の
た
め
の
福
祉

避
難
所
の
確
保
に
努
め
る
べ
き
。糸
魚

川
大
火
で
は
、防
災
無
線
の
個
別
受
信

機
と
地
域
の
繋
が
り
が
人
的
被
害
を

防
い
だ
。防
災
組
織
の
組
織
率
と
防
災

力
向
上
の
た
め
小
学
校
区
単
位
で
の
避

難
訓
練
、個
別
受
信
機
の
導
入
を
求
め

る
。答

弁

　

福
祉
避
難
所
に
つ
い
て
は
、民
間
４
施

設
と
協
定
を
結
ん
で
い
る
。今
後
も
拡

大
し
て
い
き
た
い
。小
学
校
区
単
位
で
の

訓
練
も
実
施
で
き
る
よ
う
進
め
た
い
。

　

個
別
受
信
機
設
置
に
つ
い
て
は
、費

用
等
の
課
題
も
あ
る
た
め
、放
送
内
容

を
電
話
で
確
認
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
等
の

更
な
る
周
知
を
図
り
た
い
。

※こちらの本文は、質問者本人が作成しています。こちらでご紹介しているのは一般質問の一部で、すべての内容は矢板市議会ホームページで6月9日（金）よりご覧いただけます。

［今回の質問］

1．

2.

3.

4.

未来づくり懇談会に
ついて

健康寿命延伸の取り
組みについて

農業の振興について

水道管の耐震化につ
いて

［今回の質問］

1．

2.

3.

4.

5.

行政組織の改編に伴う災害対
応のあり方について

災害時における矢板市行政の
業務継続計画（ＢＣＰ）について

災害対応のための公共施設の
多機能化と民間業務提携につ
いて

自主防災組織及び防災行政無
線補完設備の充実について

（仮称）とちぎフットボールセン
ターの整備方針について

石井 侑男 議員

伊藤 幹夫 議員

未
来
づ
く
り
懇
談
会
を
実
施
し
て
の
所
感
と

水
道
管
耐
震
化
へ
向
け
た
取
り
組
み
を
問
う
。

ただ
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　矢板市議会では、議会（定例会や臨時会）、全員協議会、常任委員
会を公開しています。
　傍聴は、議会の活動や市政を知っていただく最も良い方法です。
　なお、今後の定例会、全員協議会などの予定は、裏表紙に掲載し
ております。
　ご不明の点については、ご遠慮なく議会事務局までお問い合わせ
ください。お一人でも多くの方のお越しをお待ちしています。

小学生も大勢、
傍聴に来ていた
だいています。

市役所1階でも、
議会中継をご覧
いただけます。

［今回の質問］

1．

2．

3．

4．

5．

6．

道路の舗装と休憩場所の確保
ー「住みやすいまちづくり」ー

タクシー券・市営バスパス臨時交付
ー「幸齢社会」に向けてー

自転車イベント・プランの強化
ー「スポーツツーリズムのまち」周知ー

前夜祭、イベント開催による宿泊
客増
ー「選ばれる矢板」へー

（仮称）とちぎフットボールセン
ターの実現
ー「市民力・民間力」のまちづくりに向けてー

英語教育への取り組み
ー「世界に羽ばたく」人材の育成ー

質
問

　

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
に
、自
転
車

の
ポ
タ
リ
ン
グ
な
ど
野
外
活
動
を
組
み

合
わ
せ
た
体
験
型
プ
ラ
ン
を
追
加
し
、

矢
板
の
自
転
車
を
楽
し
め
る
環
境
を
ア

ピ
ー
ル
し
、「
ス
ポ
ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム（
Ｓ

Ｔ
）の
ま
ち
」の
周
知
を
図
っ
て
は
い
か
が

か
。 ふ

る
さ
と
納
税
返
礼
品
で
Ｓ
Ｔ
の
周
知
を
！

と
ち
ぎ
Ｆ
Ｃ
への
協
力
者
を
増
や
す
試
み
を
！

※こちらの本文は、質問者本人が作成しています。こちらでご紹介しているのは一般質問の一部で、すべての内容は矢板市議会ホームページで6月9日（金）よりご覧いただけます。 10

［今回の質問］

1．空家対策

質
問

　

平
成
25
年
度
住
宅・土
地
統
計
調
査

に
よ
る
と
、住
宅
総
数
１
万
５
０
０
０
件

の
う
ち
居
住
実
態
の
な
い
空
家
が
２
７

０
０
件
と
あ
る
が
、空
家
対
策
特
別
措

置
法
で
の
利
活
用
可
能
空
家
と
特
定

空
家
の
仕
分
け
は
で
き
て
い
る
か
。

　

ま
た
、今
後
の
取
り
組
み
と
し
て
所

有
者
へ
の
指
導
を
考
え
て
い
く
と
と
も

に
、市
の
責
務
と
し
て
ど
の
よ
う
に
空
家

対
策
を
推
進
し
て
い
く
の
か
。

答
弁

　

空
家
の
実
態
を
調
査
の
う
え
、必
要

な
対
策
を
検
討
す
る
。市
内
の
住
宅
総

数
１
万
５
０
０
０
件
の
う
ち
、居
住
実

態
の
な
い
空
家（
借
家
・ア
パ
ー
ト
を
除

く
）は
約
１
０
０
０
件
。全
住
宅
に
占
め

る
割
合
の
約
７
％
と
な
り
、県
内
25
市

町
中
、概
ね
中
間
程
度
に
位
置
し
て
い

る
。

　

現
在
、空
家
の
実
態
調
査
を
実
施
し

て
お
り
、利
活
用
可
能
な
空
家
、特
定

空
家
を
分
類
し
、所
有
者
や
土
地
状
況

な
ど
の
調
査
に
引
き
続
き
取
り
組
ん
で

い
く
。

　

適
正
な
空
家
管
理
に
向
け
て
は
、管

理
責
任
者
で
あ
る
所
有
者
の
意
識
向

上
の
啓
発
に
努
め
、市
と
し
て
は
、空
家

取
引
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、関
係
機

関
と
調
整
し
、空
家
バン
ク
制
度
の
実
施

に
向
け
動
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

質
問

答
弁

　
（
仮
称
）と
ち
ぎ
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
は
、健
康
づ
く
り
や
防
災
拠
点
な

ど
公
益
的
な
機
能・役
割
を
担
う
施
設

と
な
る
予
定
で
あ
る
。

　
「
民
間
活
力
導
入
可
能
性
調
査
」の

結
果
を
待
っ
て
報
告
す
る
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
が
、進
捗
状
況
を
伺
う
。

　
（
仮
称
）と
ち
ぎ
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
整
備
に
つ
い
て
は
、事
業
内
容
の
検

討
及
び
民
間
の
資
金
、能
力
を
活
用
し

た
よ
り
質
の
高
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
で
き
る
施
設
の
実
現
に
向
け
て
、民

間
の
調
査
会
社
に
委
託
し
調
査
を
実

施
し
て
い
る
。

　

調
査
結
果
を
基
に
、施
設
整
備
計
画

及
び
管
理
運
営
計
画
を
平
成
29
年
度

の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
提
示
し
、ご

意
見
を
頂
く
機
会
を
設
け
た
い
。

質
問

答
弁

　
（
仮
称
）と
ち
ぎ
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
の
整
備
に
あ
た
り
、市
内
外
か
ら

多
く
の
署
名
を
頂
い
て
い
る
。ブ
ロ
グ
等

を
使
っ
て
情
報
公
開
し
、ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ

イ
ツ
、ネ
ー
ミ
ン
グ
プ
レ
ー
ト
等
の
協
力

者
を
増
や
す
試
み
を
し
て
は
い
か
が
か
。

　

事
業
の
進
捗
状
況
は
、現
在
矢
板
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
中
で
あ
る
。

　

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
、ネ
ー
ミ
ン
グ
プ

レ
ー
ト
等
の
手
法
は
、施
設
建
設
、運
用

に
際
し
新
た
な
資
金
調
達
法
と
し
て
有

効
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

今
後
、施
設
整
備
を
進
め
る
中
で
、そ

の
時
期
と
手
法
や
、協
力
者
を
幅
広
く

獲
得
す
る
た
め
の
情
報
発
信
の
手
法
等

に
つい
て
も
検
討
し
て
い
く
。

答
弁

　

矢
板
市
の
ふ
る
さ
と
納
税
に
関
し
、

更
な
る
経
済
効
果
、交
流
人
口
増
加
を

図
る
に
は
、体
験
型
メ
ニュ
ー
を
増
や
す

こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

提
案
の
内
容
は
、市
外
に
向
け
て
ス

ポ
ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
推
進
し
て
い
る
こ

と
を
効
果
的
に
発
信
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
て
い
る
。

空
家
対
策
特
別
措
置
法
を
受
け
て
、

現
状
と
こ
れ
か
ら
の
空
家
対
策
を
問
う
。

［今回の質問］

1．

2.

3.

小中学校のいじめ
防止対策について

病児・病後児保育
について

（仮称）とちぎフット
ボールセンターに
ついて

質
問

　

矢
板
市
に
は
病
児
保
育
施
設
が
な
い
。

整
備
に
向
け
て
検
討
し
て
は
い
か
が
か
。

病
児
保
育
施
設
整
備
の
検
討
を
！

と
ち
ぎ
Ｆ
Ｃ
の
進
捗
状
況
は
？

答
弁

　

病
児
保
育
施
設
と
は
、病
気
の
回
復

期
に
至
っ
て
い
な
い
た
め
、集
団
保
育
や

家
庭
で
の
保
育
が
困
難
な
乳
幼
児・児

童
を一時
的
に
保
育
す
る
施
設
で
あ
る
。

協
定
締
結
に
よ
り
、平
成
27
年
度
か
ら

の
宇
都
宮
市
の
施
設
と
と
も
に
、平
成

29
年
度
か
ら
は
大
田
原
市
の
施
設
も
利

用
可
能
で
あ
る
。

 

矢
板
市
に
整
備
す
る
た
め
に
は
、財
政

負
担
の
ほ
か
、看
護
師
や
保
育
士
の
確

保
、医
療
機
関
と
の
連
携
等
の
課
題
が

あ
る
。宇
都
宮
市
や
大
田
原
市
の
連
携

施
設
の
利
用
実
績
等
を
見
な
が
ら
検

討
し
て
い
く
。

髙瀬 由子 議員 関 由紀夫 議員

今井 勝巳 議員
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ごみ減量マスコット
リサちゃんクルちゃん

ぜひ、傍聴にお越しください。
なお、日程等が変更となる場合がございますので、議会事務局にお問い
合わせください。（TEL.43－6216）

5月～8月の議会スケジュール（予定）
5月 19日 全員協議会
 24日 第93回全国市議会議長会定期総会
 29日 県北五市議長会議 （矢板市）

6月 1日 議会運営委員会
 9日 全員協議会、定例会開会
12日～14日　 一般質問
 15日～19日 常任委員会
 22日 定例会閉会

7月 19日 全員協議会

8月 18日 全員協議会
 24日 議会運営委員会

2月～4月の議会日誌

塩谷広域行政組合議会定例会 （矢板市）
議会改革推進特別委員会
議員会、全員協議会、議会広報広聴委員会
県北五市議長会議 （大田原市）
議会運営委員会
議会改革推進特別委員会行政視察
 （大田原市）

2月
7日

14日
16日
17日
23日
27日

3月
　　　第345回市議会定例会
全員協議会、議会運営委員会
議員会
議員会
議会運営委員会、全員協議会、議員会、
議会広報広聴委員会

3日
3日
7日

17日
23日

～23日

「これまで」と「これから」
 議会の動きをご報告 矢板市議会 スケジュール帳

※◎は委員長、〇は副委員長

議会だよりリニューアルから２年。議会の職務、動きについて、よ
りわかりやすい内容でお伝えしたいと、議会広報広聴委員会を中心
に制作して参りました。現委員会での制作は今号で最後。この間、
議会基本条例の理念の一つ「開かれた議会」の具現化のため「議会
報告会・意見交換会」を初めて開催するなど、改革の芽が出始めた
２年間でした。ただ、芽を育て続けなくてはなりません。今後とも
お力添えを賜りますよう、お願いいたします。　（委員長　佐貫　薫）

編 集 後 記

※次号（第198号）は8月1日発行予定です。

「矢板市議会だより」について、ご感想・ご意見をお待ちしております。
FAX（0287-44-1100）、封書など（〒329-2192 矢板市本町5-4 矢板市議会
事務局あて）、Email（gikaijimukyoku@city.yaita.tochigi.jp）

4月
第293回栃木県市議会議長会議 （矢板市）

全員協議会、議員会、議会広報広聴委員会
第83回関東市議会議長会定期総会 
 （栃木市）

10日

19日
25日

この“矢板市議会だより”は環境に配慮し、
再生紙と大豆油インキを使用しています。

平成29（2017）年４月から、政務活動費について事後交
付制度を導入しました。また、半年に１度、政務活動費
に関するすべての提出書類をホームページで公開
いたします。これらは全国でも数少ない取り組みです。
「信頼される議会」のため、これからも議会改革に取り
組んで参ります。

News 政務活動費、事後交付制度に。

◎佐貫　薫　〇和田安司　〇宮本妙子
　髙瀬由子　　藤田欽哉　　小林勇治
　伊藤幹夫　　中村久信　　中村有子

タブレットの
活用について
視察して
参りました。


